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教育行政（教育事務）職に係る人事・人材育成基本方針について 

（通知） 

本県教育委員会では、教育を取り巻く状況の変化に的確に対応していくため、

平成２５年度から「学校事務職」については、「教育行政・教育事務職」に改め、

教育全般に係る様々な課題に対応できる人材を確保することとしました。 

また、本年４月の学校教育法改正により、事務職員の職務規定が「事務に従

事する」から「事務をつかさどる」に見直され、主体的な学校運営への参画が

求められているところです。 

こうしたことから、今般、事務職員の意識改革を促すとともに、教育庁全体

として人材育成に取り組んでいくための基本方針を別紙のとおり定めましたの

で通知します。 

 近年、学校における働き方改革が大きな社会問題となっている中、「チーム学

校」がより有効に機能するために、主体的に学校運営に参画する事務職員を育

成する意識を全職員が持つことで、事務職員の意識向上はもちろん、本県教育

全体の活性化にもつながるものと考えます。 

各所属長におかれては、教育行政・教育事務職の人事・人材育成につきまし

て、今後とも御理解、御協力をいただきますようよろしくお願いします。 

 なお、各所属長におかれては、貴管下の職員に周知いただくとともに、各教

育事務所長におかれては、市町村教育委員会を通じ貴管内の教職員に、山鹿市

教育長におかれては、貴管下の教職員に周知願います。 
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